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世 帯 数 

男 性 １６８名 （２名減） 

１７２世帯 
（２世帯減） 

女 性 １４８名 （増減なし） 

合 計 ３１６名 （２名減） 

  運航日数（前年数値） 就航率（前年数値） 

客 船 １３日 （ ８日） ４２％ （ ２４％） 

貨 物 船 ３日 （  ３日） ７５％ （ ７５％） 

ヘリコミ ３０日 （ ３１日） ９７％ （１００％） 

  来島者数（前年数値） 離島者数（前年数値） 

客 船 ８２名 ( ７９名)  ４０名 ( ２４名) 

ヘリコミ ４４２名 (３４０名)  ３３６名 (２７９名) 

◆◆◆ ２月号 目次 ◆◆◆  

歯科診療のご案内 …１ｐ 

詐欺にご注意ください …２ｐ 

島民カレンダー …３ｐ 
広 報 

第３５５号 令和２年２月 

みくら 

◆１月気象データ（前年同月比） 

◆１月の来島者数・離島者数 ◆１月の運航日数・就航率 ※客船２回/日 

◆世帯と人口（前月比）令和２年２月１日現在 

気 

温 

平均 １３．５℃  

雨 

量 

１０分 

最 大 
７．５Mm （１０．６℃） （  ４．０mm）  

最高 ２０．３℃  
時 間 

最 大 
２５．０Mm （１７．４℃） （ １５．５mm）  

最低 ７．８℃  総雨量 ２５８．０Mm （ ２．０℃） （ ６７．０mm）  

湿 

度 
平均 ６７．０％ 

風 

速 

平 均 ３．６m/s 
（７５．７％） 

（ ３．８m/s）  

最 高 ２８．０/s （２３．６m/s）  
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〈１〉 〈１〉 

２月は固定資産税・国民健康保険税の第４納期です。 

村税の納め忘れはありませんか？ 村税は納期内に納めましょう。  
 

 納め忘れてしまっている村税はありませんか？もう一度お手元の納付書、領収書をご確認下さい。 
 

■村税を滞納すると督促料や延滞金を納めなければなりません 

 村税の納期限は年度末ではありません。税額を４分割し、年４回の納期を設けています（軽自動車を除く）。それぞれの納期に

は期限が設けられており、各納期の納期限を過ぎると、本来納めるべき税金のほか、余分な督促料や延滞金を納めなければなりま

せん。延滞金は、本来納めるべき金額に下記の割合でかかることになります。延滞金は、納期限内に納付された方との公平性を保

つためのものです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

村税の納付は便利で確実な「口座振替」で 
 

 口座振替なら窓口に足を運ぶ手間が省け、納期を気にせずとも納め忘れがありません。村税の納付には、便利で確実な口座振替

をお勧めします。口座振替依頼書は郵便局または村役場窓口でお申出下さい。 
 

 【口座振替に関するお問合せ】 

御蔵島郵便局０４９９４－８－２２０１ ／ 企画財政係０４９９４－８－２１２１ 

歯科診療のご案内 
 

２月、３月の診療について下記のとおり実施します。 

 

２月 ８日（土）～１２（水） 

３月１４日（土）～１８（水） 

 
 

【予約時間】 ９：００～１２：００、 

      １４：３０～１７：００ 

 

【お問合せ】御蔵島診療所 ０４９９４－８－２２０６ 
  予約は電話または診療所窓口にて随時受付しています。 

インフルエンザにご注意を！  
 

 今年もインフルエンザの流行する季節となりました。手

洗い、うがいの習慣をつけましょう。 

 
 

 この時期に発熱のある方が診療所で診療を希望される場

合は、まず診療所へお電話でご相談ください。症状をお聞

きしたうえで来所のご案内をいたします。皆様のご協力を

お願い致します。 

【お問合せ】 

御蔵島診療所 ０４９９４－８－２２０６ 
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３月の保健師来島日程 
 

 ３月１２日（木）～１４日（土）  中島保健師 

        同上        樋口保健師 

「任意後見」を知っていますか？ 
 

●任意後見 
 

判断能力があるうちに、本人の意思で、将来（判

断能力が丌十分になったとき）の丌安や丌都合に

備えるために結ぶ契約。本人と任意後見人との間

で契約内容を決めて公正証書にしておき、本人の

判断能力が衰えた時点で、契約の効力を発動させ

て後見を開始する制度のことです。 
 

【お問合せ】司法書士ホットライン 

03-3353-2700  平日 10：00～15：45 

受動喫煙とは？ 
 

他人の吸ったタバコの煙を周囲の人が吸わされること 

火をつけたまま放置されたタバコの煙は特に有害物質が多い 
 
 

受動喫煙対策 
 

「望まない受動喫煙をなくす」 
 

受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現

状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにする。 
 

「受動喫煙による健康影響が大きい 

子どもや患者等に配慮」 
 

子どもなど二十未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が

大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や

屋外についての対策を一層徹底する。 

御蔵島村プレミアム付商品券事業について 
 

昨年１０月より開始しているプレミアム付商品券には使用期限がありますので期間内のご利用をお願いします。 

     ■ 購入期限  令和２年２月２８日まで     ■ 店舗使用期限  令和２年３月３１日まで 

            ※ 期限の過ぎた商品券はご利用いただけませんのでご注意下さい。 
 

             【お問合せ】    村役場 産業課  ０４９９４－８－２１２１ 
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〈１〉 〈２〉 
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東京愛らんどシャトルをご利用の皆様へ 
 

 いつも「東京愛らんどシャトル」をご利用いただきありがと

うございます。座席を有効にご利用いただくため、次の点にご

協力ください。 
 

 １．不用になったご予約は直ちにキャンセルのご連絡をお願いいたします。 

 ２．ご搭乗前日には、確認のお電話をお願いいたします。 

 ３．重複予約は、やめましょう。 
 

 ＜ご連絡＞ 

 東邦航空予約センター ０４９９６－２－５２２２ 

 お問い合わせ電話   ０４９９６－２－５２００ 

 ※キャンセルは上記どちらのお電話でも受付しています。 
 

 必要とされるお客様が待っています！ 

 

＜詐欺サイトにご注意ください！＞ 
  

 ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せ

かけたサイトが発見されておりますが、御蔵島村の

ふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご

注意ください。 

   年金生活者支援給付金制度に便乗した詐欺にご注意ください 

  年金生活者支援給付金制度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構または市区町村の職員を名乗る者から、 

「年金生活者支援給付金の振替口座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マイナンバーを教えて欲し

い。」という不審な電話がかかってきた事例が報告されています。 

 厚生労働省および日本年金機構では、電話でお客様の口座番号、暗証番号、マイナンバー等をお聞きすること

はありません。このような電話があっても、口座番号等の個人情報を答えることのないようにご注意ください。 

 ご不明な点等ございましたら、お近くの年金事務所にお問合せ下さい。 

【お問合せ】港年金事務所 03-5401-3211 

相続関係で困ったら 弁護士に相談して安心 

 「遺言・相続110番｣ 
（無料電話相談会） 

運営：第一東京弁護士会 遺言センター 

 

日時：令和2年3月19日（木） 

午前10時～午後3時 

電話：03-3595-1154 
 

弁護士が、直接、無料で30分程度の相談をお受けいたします。 
※1日限りの無料電話相談です。 

※他の日時におかけの場合、当会の弁護士をご紹介いたします。 

※ご相談内容によっては、面談での相談（原則有料）をお勧めする場合もあり。 
 

 【問い合わせ】第一東京弁護士会 業務推進第二課 

        Tel 03-3595-1154（遺言センター） 

        住所 東京都千代田区霞が関1-1-3 

世界の偉人に学ぶ！ 
 

ナポレオンの名言 
 

華々しい勝利から没落への距離は、ただの一歩にすぎない。 
 

ピンチをチャンスに変える考え方 
 

挫折、失敗、絶望。生きていれば誰しも「もうダメかも」と思うような瞬間

があるかもしれない。そんなときは、偉人がヒントをくれる。 

どん底を乗り越え、偉業を成し遂げた彼らの考え方に学んでみよう。 
 

ナポレオン的結論 
 

勝っていても油断するな 

負けていても絶望するな 
 

  

サイバーセキュリティセミナーの開催について 

 

平成３０年７月２５日付「三宅村・御蔵島村サイバーセ

キュリティに関する協定」に基づき、三宅村・御蔵島村に

所在する中小企業事業者及び観光事業者、村民に対するサ

イバーセキュリティ意識の向上とサイバー犯罪・サイバー

攻撃による被害の防止を図ることを目的として、以下のと

おりサイバーセキュリティセミナーを開催致します。 

■御蔵島村におけるセミナー開催 

●日時：令和２年２月２２日（土）午後４：３０から 

    （時間は変更になる場合あり） 

●場所：御蔵島観光資料館集会室 

●セミナー内容 

 サイバー攻撃の現状及びサイバーセキュリティ対策 

●セミナー講師                           

 警視庁サイバーセキュリティ対策本部 

        小松警部補・山崎巡査長 

問い合わせ 三宅警察署 御蔵島駐在所 佐野警部補 

       tel 04994-2-0511（内線 5060） 
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島 民 カ レ ン ダ ー  

日 月 火 水 木 金 土 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ ７ 

８ ９ １０ １１ １２ １３    
保育園卒園式 

１４    
歯科診療(～18日) 

１５ １６ １７ １８ １９      

小中学校卒業式 
２０     
春分の日 

２１ 

２２ ２３ ２４ ２５    
小中学校修了式 

２６ ２７ ２８ 

２９ ３０ ３１     

       

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

空 

令和２年 ３月 ＜弥生＞ 可 … 可燃ごみ 不 … 不燃ごみ 空 … 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

不 

空 

空 

令和２年 ２月 ＜如月＞ 可 … 可燃ごみ 不 … 不燃ごみ 空 … 空き缶 

可 

不 

可 可 

不 

可 
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日 月 火 水 木 金 土 

      １     

２    ３ ４ ５ 
 

６ 
確定申告出張相談 

（～７日） 

７ ８       

歯科診療(～12日) 

 

９ １０ 

  

１１    
建国記念日 

１２ １３ １４   １５    

１６ １７   １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

２３     

天皇誕生日      

２４    

休日 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

可 可 可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 可 

不 

不 

空 

空 
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今 月 の 行 事 （ ２ 月 ） 
～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

■ゴミ収集日 

月曜日 毎 週 可燃ゴミ 

火曜日 
第１火・第３火 丌燃ゴミ 

第２火・第４火 リサイクルゴミ 

水曜日 毎 週 可燃ゴミ 

木曜日 収集はありません 

金曜日 毎 週 可燃ゴミ 

■し尿処理作業日 

収集の要望がありましたら随時対応します。 

■えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  

広 報 み く ら                  令和２年２月                    第３５５号 

◆２月４日 立春 

この日から立夏の前日までが暦の上での春です。 

寒さは最も厳しい頃ですが、降りそそぐ太陽の光からは、春の気配も感じられ始めます。 

節分の翌日で、「春立つ」ともいい、「立春」になることを、「寒明け」ともいいます。 

雑節の八十八夜・二百十日・二百二十日はこの日から起算します。 

◆２月１１日 建国記念の日 

建国をしのび、国を愛する心を養う日として、国民の祝日とされています。 

初代天皇である神武天皇が即位した日をもって日本の紀元の日（紀元節）と制定しています。 

◆２月１８日 雨水 

雪は雨となり、氷も溶けて水となる時季です。 

雨水がぬるみ、草木も芽を出し始め、農家では、農耕の準備を始める目安となります。 

■暦の不思議 ～今年は、うるう年 超簡単に説明すると～ 

うるう年というのは、４年に一度１年の日数が３６６日になる年のことです。 

通常、１年は３６５日、２月は２８日までですが、うるう年は２月は２９日までとなるため、３６５日

に１日プラスで３６６日になるわけです。 

１年が３６５日なのは、地球がおおよそ３６５日かけて太陽の周りを一回りするのにかかる日数のこと

です。ですが、この１年の長さを詳しく調べてゆくと地球が太陽の周りを一回りするのにかかる日数は

３６５日ではなく、３６５日と約６時間だということがわかってきたのです。 

ということは、１年を３６５日にすると、毎年、１年に６時間ずつ、実際の季節がカレンダーとズレて

しまうことになります。１年で６時間ということは、４年で２４時間。４年で１日ズレるわけです。 

なので、４年に１回、うるう年を作って調整しているのです。 

ちなみに、夏季オリンピックの開催される年が、うるう年にあたっています。 


